
別紙２
石綿による健康被害の救済に関する基本的枠組み

１．目的
石綿による健康被害者を隙間なく救済する仕組みを構築する。

２．対象者及び対象疾病
医学的な知見に基づいて、以下について検討する。

（１）対象者
対象疾病に罹患した者及びその遺族（労災補償の対象者を除く ）。

（２）対象疾病
① 石綿を原因とする中皮腫
② 石綿を原因とする肺がん

（３）認定基準
石綿を原因とする疾病であることを証明する医学的所見があること

３．給付金内容
他の救済制度とのバランスにも配慮しつつ、次のような給付について

検討する。
① 医療費の支給（自己負担分）
② 療養手当（生活支援的な月々の手当）
③ 遺族一時金
④ 葬祭料

４．給付金の財源
石綿による健康被害に関係する事業者に費用負担を求めることとし、

負担を求める事業者の範囲等を検討する。また、救済のための基金の創
設やその場合の公費負担のあり方について検討する。

５．救済措置の実施主体
① 独立行政法人環境再生保全機構の活用を検討する。
② 申請窓口については、全国に整備されることが望ましいので、例え

ば保健所などを念頭に適切な窓口について検討する。
③ 認定に係る不服審査については、公害健康被害補償不服審査会の活
用を検討する。

６．労災補償を受けずに死亡した労働者の特例
労災補償を受けずに死亡した労働者（時効により労災補償を受けられ

ない者）については、労災補償に準じた措置を講ずる。

７．その他
被害者と原因者の間の紛争の円滑な解決のための仕組みを検討する。


